
２号事業（中山間地域等直接支払交付金） 

 

制度について 

現在、天塩町で取り組んでいる中山間地域等直接支払は､社会的条件の不利な地域振興五

法の指定を受けた地域を対象に、荒廃農地の増加等により多面的機能が低下されている中

山間地域等において、農業生産の維持を図りながら多面的機能を確保するという観点から

交付金を交付しています。 

 活動期間及び組織については、平成２７年度～令和元年度までを第４期対策として、下

記の２つの集落協定にて活動していきます。 

各集落協定について 

令和元年度分 

項  目 詳 細 内 容 

組織名 天塩町集落協定 天塩町畜産集落協定 

代表者 加藤 久雄 工藤 敏明 

協定期間 平成 27年度～令和元年度 平成 27年度～令和元年度 

協定参加者 １０２戸 

（個人９８戸、法人３法人 

その他１団体） 

８戸 

（個人５戸、法人３法人） 

協定農用地面積 ６２，３７１，３０４㎡ １３，４１４，３９２㎡ 

交付金額 ９３，５５６，９５６円 ２０，１２１，５８８円 

  国・道 ７０，１６７，７１７円 １５，０９１，１９１円 

 町 費 ２３，３８９，２３９円 ５，０３０，３９７円 

交付金使途   

 共同取組活動 ５１，７８８，５９７円 ８，０４８，６３８円 

農業者へ個人配分 ４１，７６８，３５９円 １２，０７２，９５０円 

農業生産活動として取組むべき事項 

・適正な農業生産活動による耕作放棄の防止を図る。 

・排水路・農道の適切な管理。 

・暗渠排水工事による生産力向上。         等 

農業生産活動等の体制整備として取組むべき事項 

・草地整備、排水路、農道等の補修・改良が必要となる位置を図示し、補修・改良を行う

ことにより農用地の適切な保全管理を行う。 

地域の実情に即した農業生産活動等の継続に向けた活動 

・牛舎消毒による防疫強化。 

・新規就農者、農業実習生の確保。 

・飼槽、クーラー室等の防疫対策。         等 

そ の 他 

・会議開催、研修会への参加等。 

 

 これらの取組により、条件不利地での荒廃農地の発生抑止をはじめ、生産性・作業性

の向上、農村環境改善、担い手の確保、酪農体験学習の開催、健康管理への取組など広

範囲にてその効果を発揮しております。 

 

 制度に関するお問合せは．．．農林水産課 農政係 内線２３８ 


